
                                                   令和５年１１月１４日 

 

お 知 ら せ  

        

 

課名 循環型社会推進課 福祉企画課 

担当 小野、深見 臼井、池田 

内線 3092、3093 3215、3217 

直通 086-226-7306 086-226-7096 

 
 

    事業系食品ロス削減マッチングサービス 

「おかやまフードトリップ」を活用した県災害備蓄品の受け渡し 

   

県では、事業系の食品ロスの効果的な削減を推進するため、未利用食品を提供した

い事業者と提供を受けたいフードバンクを繋ぐマッチングサービス「おかやまフード

トリップ」を今年度から運用していますが、このたび、本サービスを活用してマッチ

ングした県災害備蓄品(※)について、フードバンク団体に受け渡ししますので、お知

らせします。 

(※)保存期限１年を切ったアルファ米（市町村の防災訓練等に必要な量を除いたもの） 

 
１ 受渡日時  令和５年 11月 17日（金） ① 11時～、② 14時～ 
          
２ 受渡場所  岡山空港倉庫（岡山県岡山市北区日応寺 1277）  
 
３ 受 渡 先  ① 11時～ ハーモニーネット未来 他３団体  

② 14時～ フードバンクせとうち 他４団体 

 
４ 取材要領 
（１）受渡場所が立入禁止エリアになりますので、取材希望の方は、別添の取材申請

書に記入の上、11月 16日（木）12時までに、下記まで、メールまたはファック
スによりご提出ください。 

 
    提 出 先：岡山県 環境文化部 循環型社会推進課  (担当：小野・深見) 

         電話 086-226-7306 ＦＡＸ 086-224-2271 
                メール junkan@pref.okayama.lg.jp 
 
（２）取材に当たっては、自社腕章を着用をお願いします。 
（３）撮影可能エリア等については、現地職員の指示に従ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
 



（参考） 

〇受渡場所 岡山空港倉庫（岡山県岡山市北区日応寺 1277） 

 

 

〇おかやまフードトリップを利用できる方 

 【食品提供者】 

  事業活動で発生した未利用食品（災害備蓄食品を含む）を無償で提供する企業・

団体（県外の事業者の方も利用可） 

 【フードバンク】 

  県内に活動拠点を有し、６か月以上の活動実績があるフードバンク 

  ※フードバンクとは・・・ 

  →食品関連事業者その他の者から未利用食品の寄附を受けて、子ども食堂、生活

困窮者、福祉施設等にこれを無償で提供するための活動を行う団体 

 



(様式２－３)  

取 材 申 請 書 

 

年     月     日 

 

岡山空港ターミナル株式会社 

[受付窓口] 

株式会社東急コミュニティー  宛 

ＴＥＬ：086-294-5574 

ＦＡＸ：086-294-5576 

住所（所在地） 

〒 

 

会 社 名 

代表者氏名 

取材責任者 

ＴＥＬ：  

 

 

次によりターミナル施設での取材の申請をいたします。 

取材日時       年   月   日（  ）   時 ～    年   月   日（  ）   時 

目  的 

（具体的記述） 

 

人  員 
 

機材の概要 
 

場  所 

（具体的記述） 

１．１F 国内線チケットロビー   ２．１F 国内線到着ロビー  ３．１F 国際線チケットロビー

４．１F 国際線到着ロビー   ５．２F 国内線出発ロビー   ６．国際線出発ロビー 

７．３Ｆ送迎デッキ   ８．貨物エリア   ９．立入制限区域（                ） 

10．その他（                    ） 

その他特記事項 

 

※別紙注意事項の順守をお願いします。 



【別紙】 

2023.06.01 

注 意 事 項 

 

 
・ 申請書に必要事項の記入をして、７日前までに提出してください。（ＦＡＸ可） 

但し、緊急の場合には電話で問い合わせください。 

・ 取材は、必ず社章（自社腕章）を着け、所属を明らかにして行ってください。 

・ 取材は、利用客及び従業員の支障にならないよう配慮して行ってください。 

・ 空港利用客等を撮影する場合は、その者の許可を得て行ってください。 

・ 航空会社カウンター周りの撮影や、航空機の離発着等を撮影する場合、該当する航空会社の

許可が必要です。別途、各航空会社へお問い合わせください。 

・ 保安検査場等の保安関連施設や、保安検査機器の撮影は出来ません。 

・ 立入制限区域へ立ち入る場合、別途岡山空港管理事務所もしくＣＩＱ（税関・入管・検疫）の許

可が必要です。詳細につきましては、立ち入り制限区域の管理者へお問い合わせください。 

・ 空港施設を利用して、PR 動画等の撮影については「施設スペース利用」となるため、別途申

請をお願いします。 撮影内容により、申請方法が分らない際には、事前にお問い合わせをお

願いします。 

・ 日時等によっては、取材をお断りする場合や、中止していただく場合も有ります。 


